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[住友軽金 ・健康と家庭を守る会]

【住友軽金に働く皆さん !】

出向 ・離籍 ・解雇から

暮しと権利を守る

会社の勝手を許さない110番

3月 17日 (本)PM 8:00～ 8:00

特別相談日  竹 内 平  弁 護士

毎月第 3水 曜日 PM 8:00～ 8:00

(連絡先)

052-652-3786

052-653-8987
(住 所)

名古屋市熱田区二番二丁目13-13

恒常的長時間労働をやめさせ

過労死をふせぎ健康と家庭を守る会

[西枇タクシー ・渡辺過労死控訴事件]

[名古屋過労死を考える家族の会]

裁 判 日 程

傍聴で支援をお願いします

名古屋地裁 11「 (1103号 法廷)

※ 日 程が変更される場合もあります

のでお確かめの上、お出かけください。

3/16(水 )卸10:00～ 北 El さ ん

3/25(金 )mlo:30  永 須 さ ん
～ 12:00(証 人)

4/18(月 )pml:10  松 井 さ ん

4/22(金 )pml:30  渡 辺 (光)さ ん
～3:00(証 人)

4/25(月 )pml:10～  植 松 さ ん

5/9(月 )pml:00～  渡 辺 (亘)さ ん

(名高裁1003号法廷)
5/11(水 )加10:30  柏 木 さ ん

～12:00(本人尋問)
5/j2(本 )amlo:30 森 下 さ ん

～ 12:00(証 人)

(岐阜地裁)
5/13(金 )pml:30  新 井 さ ん

～3:00 (証 人)
5/20(金 )pml:38  渡 辺 (光)さ ん

～3:00 (本 人)
8/1(水 )pml:30  鈴 木 (俊)さ ん

～3:00 脩 正人)
6/27{月)p血1:30  渡 辺 (光)さん

～3:00 (証人)

「弁論再開」裁判5/9午後1時に決定|
公正裁判要請署名に御協力を !

第7次 要請書提出までの累計

団体署名247・個人17.183名
全国 ・県下各方面からの御協力を

,は、から感謝申し上げます。

人間らしく働く労働条件を



| ン | 第 3期 い の ち と 健 康 大 学

選択 1回 1.500円

(未加盟 1.800円)

恒例の 「第3期  い のちと健康大学」を下記の日程で開催いたします。

今回は、春闘の時期をさけて計画を致しました。 労 働組合 ・民主団体の組合員 。会員

の皆さん ! 誘 いあってご聴講をお願いします。

◆時間 :いづれも午後6:30より8:30まで S S◆ 参加費 :全日程 8.000円

◆場所 :名古屋市女性会館会議室 (予定); ;     (未 加盟 7.000円)

地下鉄 「東別院駅」下卓    ; ;

◆定員 :50名             ; ;

◆申込み :愛知健康センター狙L322-0406; S

所属団体名 と氏名を事務局へ ; ;◆ 参加費は、当日受付でお受けします。

連絡してください。 ;     ;

i盟罷届田減将予安路言湯今舌i甲鑑千岳懃喜揺縄耐
定価 1.545円  発1予 有斐閣選書   温遣 雅箕標繁衆寧統蓑幾詩

授)

第 1回 5月12日

(本)

私たちの健康と労働 ・生活

(交渉中)

第 2回 5月26日

(本)

不況下の労働時間の短縮と人間らしく働く基準づくり

佐々本昭二 (あいち職場の健康問題研究会事務局長)

第 3回 8月 9目

(本)

労働安全衛生法の職場での積極的な活用のしかた

近藤 雄 二  (天 理大学 ・体育学部健康管理学 )

第 4回 6月23日

(本)

健康で人間らしく働くために一 「快適職場をめざして」

(交渉中)

第 5回 7ナヨ  7に1

(本)

夜勤 ・交替制労働と私たちの健康 ・労働 ・生活

山田 信 也  (名 古屋大学医学部名誉教授)

第 6回 7月21回

(本)

いのちと健康を守るとりくみの歴史と今後の視点

山田 信 也  (名 古屋大学医学部名誉教授)
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VDT作業基準と環境について

ワー7°口やパソコンは、いまや 「これ

なくして仕:事ができない」ほど、すべて

の職場に普及している。

それだけVDT機 器が一
般的になった

という時代となった。

作業環境や基準もなく長時FBg作業をす

ると、V Dri、画面の注視によって視機能

や、頚肩腕、背腰などの障害とともに、

撃調さや持続的な強い精神的緊張、自律

的な作業中断の困難性などにより、焦燥

感や択立感、消耗感などを起こすことに

なる。

VI)T作 業に携わるには、その作業環

境と作業基準を明確にして、心理的、身

体的な快適な作業環境が必要になる。

以下の点を安全衛生委員会でチェック

し、労働組合として協定化を追求すべき

でしょう。      .

【作業基準は次のように】

①作業時間は 1目 4時 間以内とするこ

と。作業時間とは、VDT操 作の

ための着座のほか、伝票、原稿など

の受け渡し、手待ち時間などVDT

操作に付帯する業務を含めます。

② l作業時間は40分 以内とし、作業

毎に20分 の体態をとること。

③妊娠中の女性は、VDT作 業に従事

させないこと。

【作業環境は次のように】

①VDT機 器 1台 当たりの気積は、

25立 方メー トル以 ととすること。/

/② Vl)T Lal面とキーボー ドの高さ、

および傾きは、作業者の体型にあわ

せて調整のできる構造とすること。

椅子は、高さの調整のできるもの

とする。

③照度は 500～ 700ル ックスとする

こと。

④照明がVDT画 面はもちろん、作業

者の目に直接は入らないよう配置、

あるいはフー ドの設置をすること。

窓からの入射光も直接、VDT画 面

や[事には入らないような西己置とする

こと。

⑤作業場及び休憩室に、遠望ができる

展望所を設け、休憩中できるだけ

遠望すること。

⑥環境測定は、3ケ 月毎に行い、その

結果を作業者が自由に関覧できる

ようにすること。

【健康管理は次のように】

①Vl)T作 業に日己置するときは事前に

環境や、作業基準、健康管理につい

て教育すること。

②VI)T作 業に従事する場合は、配置

前にVDr「 作業のための特殊健康

診断を受けるとともに、以降6ケ 月

毎に特殊健康診断を受けること。

③健康診断の結果、VDT作 業による

症状憎悪のあるときは、作業時間の

短縮、作業転換など健康保持のため

の結置を直ちに講じる。

④VDT特 殊健康診断として次の点を

検査する。眼科検診 (届折、視力、

遠近調節、色覚、角結膜、水晶体、

網膜など)、 上肢 ・背柱 ・腰部の

形態 と機能、指機能、聴力、性向

など。

(2/15付 「全労連」NO.98よ り抜粋)



[金労連 ・熊谷事務局長談話] [令に1本民主医療機関連合会 (民医連)]

女性の時間外規制緩るめるな| 地域からいのちと健康を守る運動を
2/26、労働 3審 議会答申で

全労連は、2/26婦人少年問題審議会

など労働 3~3~議会が男女雇用機会均等法

の指針と労働基準法の女子労働基準規則

両改定案について 「おおむね妥当」と

した答申を労働大顕に提出した問題で、

熊谷金道事務局長談話を発表しましたモン

このなかで、女子労働基準規盟Jの改定

は、非工業的事業の女性の時間外労働の

規制を緩め、女性の時間外労働や深夜業

の保護規定が運用除外される業務をなじ

くずしてきに拡大するものだとして反対

を表明しています。

そして女性の保護規定の緩和 ・解除は

労働時間短縮の方向に逆らい、健康 ・

母性を破壊し、家族の団案を奪うととも

に家族的責任が女性の肩にかかっている

現状では仕事と家庭の両立を一
層困難に

し、男女平等の実現にも逆行すると批判

しています。

また時間外労働の規制緩和について

審議会で労働、使用者、公益側の二者の

意見が異なった問題にふれ、 「少なくと

も三者の意見が異なっているもとで労働

大臣は女性の時間外労働の規制緩和を行

なうべきではない」と主張しています。

(2/27付、 「赤旗」報道より抜粋)

も/10～12、徳島市で第31回総会

徳島市で3/10から開かれていた金日本

二ヽこ=t医療機関連合会の第31田定期総会は

3/12、3日 間の議論と交流を終え、今後

2年 間の運動方針など6つ の議案を全代

議員の賛成で採択、新役員を選出して開

幕しました。

総会には金田から 889人のイt議員らが

参加]。3/12α)本会議では 「国民のいのち

と健康を守 り、地域から社会保障への

攻撃をはね返す運動を大きく発展させ

よう」と呼びかけた特別決議を採択しま

と′た。

今回の総会では、いのちと健康にさえ

た別 ・選別を押しつける医療 ・社会保障

制度の改悪攻撃のなかで、働くものの

立場に立った民医運医療の本領を発揮し

患者の尊厳と人権を守 り抜く医療水準の

向上をめざす努力や運動が交流され討論

されました。

また憲法の立場を医療と福祉に、攻撃

的に生かしていくことを明確にヤ丁ち出し

たことが大きな特徴です。

同時に90年代に友の公や生協組合員

など共同組織を 300万人にすることをめ

ざしつつ、医療のにない手、医師、看護

婦や職員の養成、経営の改善、発展に尽

くすことも強調されました。

総会で選出された役員は次のとおり。

会 長   阿 部 昭
一

(再)

直J会長  高 柳  新 (再)

富1会長  大 軍予 穣
一

(再)

. 富 J会長  千 葉 周 伸 (再)
!事務局長 八 田 英 之 (再)

(3/13付 r赤旗」報道から抜枠)

長時閣作表IAダメだよ !

株懇しなきゃ

程疾にるいよ。


